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消費生活に関するご相談は牛久市消費生活センターへ
【相談日】　月～金曜日（午前9時～午後4時）

【問い合わせ】　牛久市消費生活センター　☎830-8802　FAX830-8803

消費生活センター
だより

ドッグラン市民無料開放日
11月9日（日）・12日（水）・26日（水）

問　ツインギー・アンド・パラダイス（猪子町832-5）
☎886-6616

※�この事業は、ツインギー・アンド・パラダイス

のご厚意により、無償で行っています。

※�利用条件…①飼い犬の登録および狂犬病予防

注射の接種。②混合ワクチンの接種（接種済証

明書またはコピーを持参してください）など。

※�施設利用の初回には、施設の利用基準に従っ

た審査（しつけ・気性）を受けてください。

「牛久のわん・にゃんこ」　　　　　　　　　　　　 　問　環境政策課☎内線1563

永野家（栄町）“ロッキー”（雑種／オス／11歳）

　ロッキーは3年前の春、8歳で我が家にやってきました。最初はお互い、

おっかなびっくりのスタート。大病も患いましたが、キセキの生還 !

　今ではわんわん元気いっぱい、大きなお兄ちゃんです。

※あなたとワンちゃん・ネコちゃんのエピソードを聞かせてください！

※掲載希望の方は、環境政策課か下記宛先まで、住所、氏名、電話番

号に写真とエピソード（100文字程度）を添えて郵送または、E メール

（kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp）でお送りください。

【応募先】　〒300-1292牛久市中央3-15-1　牛久市役所環境政策課

　　　　　「牛久のわん・にゃんこ係」

人に捨てられた猫たちの屋外生活は過酷です。室内飼

いされている猫の寿命が20年と伸びているのに対し、野

良猫たちは平均5年と短いものです。空腹や寒さに耐え、

病気や交通事故で人知れず短い生涯を終えていきます。

動物の遺棄は犯罪です。捨て得を許さない地域の目を

育てましょう。野良猫を減らすには、まず不妊手術に

よって繁殖をおさえ、できる限り猫たちを安全な生活

へステップアップさせるしかありません。人のせいで

厳しい環境下に生きる事を強いられた猫を、殺し排除

し続けるのではなく、地域で見守りながら減らしてい

きましょう。

多重債務者のための無料法律相談会開催
　借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会が茨城県主催で開催されます。弁護士、司法

書士が相談に応じます。また、各会場で「心の健康相談」も併せて実施します（秘密厳守）。

　希望される方はお問い合わせください。

開 催 日 時 開 催 場 所

11月14日（金）

午後1時
～4時30分

茨城県筑西合同庁舎（筑西市二木成615）

11月15日（土） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町1-3-1）

11月16日（日） 茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市真鍋5-17-26）

11月28日（金） 日立シビックセンター（日立市幸町1-21-1）

11月29日（土） レイクエコー（行方市宇崎1389）

11月30日（日） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町1-3-1）

【申し込み・問い合わせ】

ご相談は 事前予約制 です。各会場開催日の前日まで受け付けます。
（平日午前8時30分～午後5時15分）※定員になり次第、締め切り。

申・問　県生活環境部生活文化課☎029-301-2829FAX029-301-2848


